
   津市有害鳥獣防護柵設置事業補助金交付要綱 

平成２８年３月２９日訓第１６号  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、有害鳥獣による農作物の被害を未然に防止するため、津

市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。以下「規則」という。）

の規定に基づき補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の名称等） 

第２条 補助金の名称、交付目的及び交付の対象となる者は、別表のとおりと

する。 

（交付対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は、

別表に掲げる土地（以下「交付対象土地」という。）に設置する防護柵（電

気柵、金網、網、トタン柵等をいう。以下同じ。）に係る原材料費とする。 

（補助金の額）  

第４条 補助金は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める

額を限度とし、予算の範囲内において、これを交付するものとする。  

⑴ 農産物鳥獣害対策事業補助金 交付対象経費の２分の１に相当する額

（当該額が１００万円を超えるときは、１００万円） 

⑵ 小規模農地鳥獣害防止事業補助金 交付対象経費の２分の１に相当する

額（当該額が８万円を超えるときは、８万円） 

２ 前項各号の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請の期限） 

第５条 規則第３条第１項の別に定める期日は、毎年２月末日とする。 

（添付書類） 

第６条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次のとおりと

する。 

⑴ 防護柵設置前の現況写真 

⑵ 防護柵の設置に要する原材料費の見積書の写し 

⑶ 事業を実施する場所の分かる位置図 

⑷ 同意書（別記様式）（土地所有者以外の者が申請する場合に限る。） 



（申請の取下げ） 

第７条 規則第７条の市長が定める期日は、補助金の交付の申請をした者が規

則第６条第１項又は第２項の規定による決定の通知を受けた日から起算して

１０日を経過する日とする。 

（実績の報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類

を添えてこれを行わなければならない。 

⑴ 防護柵設置後の現況写真 

⑵ 防護柵の設置に要した原材料費の領収書の写し 

⑶ 事業を実施した場所の分かる位置図 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この訓は、平成２８年４月１日から施行する。 



別表（第２条、第３条関係） 

補助金の名称 補助金の交付目的 交付の対象となる者 交付対象土地 備考 

１ 農産物鳥獣害対策

事業補助金 

農業振興地域に存する

優良な農地における野

生鳥獣による農産物被

害を未然に防止し、安

定した農業生産を図

る。 

本市の区域内に存する

自治会又は農業者団

体、本市の区域内に住

所を有する農業従事者

その他市長が適当と認

める者 

本市の区域内の農業振興

地域に存する現況が農地

である土地（当該土地と

隣接し、一体利用されて

いると認められる土地を

含む。） 

１ 受益戸数が２戸以上

であること。ただし、

市長が必要と認める場

合は、この限りでな

い。 

２ 受益面積が０.５ヘ

クタール（中山間地域

にあっては０.３ヘク

タール）以上であるこ

と。 

２ 小規模農地鳥獣害

防止事業補助金 

小規模農地における野

生鳥獣による農産物被

害を未然に防止し、耕

作する農業従者者等の

生産意欲の向上及び農

業振興を図る。 

本市の区域内に住所を

有する農業従事者その

他市長が適当と認める

者 

本市の区域内に存する現

況が耕作可能な農地であ

る土地 

水稲、麦、大豆等を耕作

する農地に設置する場合

において、当該農地が他

の農地と連担しており、

一体的に防護することで

効果が発揮されると認め

られるときは、受益戸数

が２戸以上であること。



別記様式（第６条関係） 

同 意 書

（宛先）津市長 

住所 

氏名           ㊞  

私は、上記の者が私の所有する土地に防護柵を設置すること及び

津市有害鳥獣防護柵設置事業補助金交付要綱に係る必要な手続を行うこ

とに同意します。 

   年   月  日 

          土地所有者  住所 

                 氏名           ㊞  


